
　

九
月
八
日
に
総
務
大
臣
（
小
川
淳
也
政
務
官
対
応
）
に
提
出
し
た
二
〇
一
〇

年
地
公
退
統
一
要
求
に
対
し
、
一
二
月
一
五
日
に
逢
坂
誠
二
政
務
官
か
ら
回
答

が
あ
っ
た
。
初
め
て
の
総
務
省
協
議
で
あ
り
、
要
求
事
項
諸
制
度
に
は
沿
革
も

あ
る
の
で
項
目
に
よ
っ
て
は
満
足
で
き
る
回
答
内
容
と
は
い
え
な
い
が
、
省
側

の
誠
意
あ
る
対
応
は
特
筆
す
べ
き
も
の
で
敬
意
と
感
謝
を
表
す
る
。
ま
た
、
全

過
程
を
通
じ
た
武
内
則
男
参
議
院
議
員
（
自
治
退
顧
問
）
の
助
言
と
支
援
に
感

謝
す
る
。

　

今
回
の
到
達
点
を
も
と
に
次
年
度
は
さ
ら
に
有
意
義
な
協
議
が
で
き
る
よ
う

取
り
組
む
。

　

回
答
は
武
内
則
男
参
議
院
議
員
同
席
の
も
と
逢
坂
誠
二
総
務
大
臣
政
務
官
が

対
応
し
た
。

　

地
公
退
は
眞
柄
会
長
と
上
田
・
荒
屋
・
塚
原
・
山
本
副
会
長
、
川
端
事
務
局

長
、
金
井
会
計
が
参
加
し
た
。
発
言
概
要
と
回
答
書
は
次
の
と
お
り
。

逢
坂
政
務
官

　

現
在
来
年
度
に
向
け
た
税
制
、
予
算
検
討
の
最
終
段
階
に
あ
り
会
見
時
間
が

遅
れ
た
こ
と
を
お
詫
び
す
る
。

　

九
月
八
日
に
地
公
退
か
ら
要
請
の
あ
っ
た
事
項
に
つ
い
て
文
書
の
と
お
り
回

答
す
る
。

　

個
人
所
得
税
の
税
収
は
過
去
に
比
し
て
大
き
く
落
ち
込
み
、
法
人
税
収
も

ピ
ー
ク
時
の
一
九
兆
か
ら
九
兆
ま
で
落
ち
て
い
る
。
こ
う
し
た
厳
し
い
財
政
の

中
で
社
会
保
障
を
守
る
こ
と
は
大
変
だ
が
頑
張
る
。

　

年
金
に
つ
い
て
は
、
六
月
の
新
年
金
制
度
に
関
す
る
検
討
会
・
中
間
ま
と
め

に
続
い
て
、
今
月
一
〇
日
に
は
政
府
与
党
社
会
保
障
改
革
検
討
本
部
の
決
定
が

出
た
の
で
、
今
後
総
合
的
に
判
断
さ
れ
る
と
思
う
。
と
り
わ
け
既
裁
定
年
金
を

毀
損
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
努
力
す
る
。
年
金
制
度
に
つ
い
て
、
困
難
は
あ
る

が
野
党
と
も
正
面
か
ら
議
論
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

地
方
公
務
員
の
雇
用
と
年
金
に
関
連
し
て
言
え
ば
、
現
在
公
務
員
制
度
改
革

検
討
が
進
行
し
て
い
る
。
国
家
公
務
員
に
つ
い
て
は
来
年
、
労
働
基
本
権
拡
充

を
含
む
法
案
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
動
向
を
み
な
が
ら
地
方
公
務
員
に
つ

い
て
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
、
総
務
省
と
し
て
は
消
防
職
員
の
団
結
権
問
題
を
課
題
と
し
て
お
り
、

先
般
検
討
会
の
考
え
方
を
ま
と
め
た
。
警
察
官
と
は
異
な
る
と
い
う
考
え
方
が

認
め
ら
れ
る
か
、
団
結
権
を
付
与
し
た
場
合
に
ど
の
よ
う
な
課
題
が
想
定
さ
れ

る
か
な
ど
を
検
討
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

ま
た
、
私
と
し
て
は
、
臨
時
・
非
常
勤
な
ど
の
職
員
の
あ
り
方
に
強
い
問
題

意
識
を
持
っ
て
い
る
。
か
つ
て
よ
り
は
整
理
さ
れ
た
に
し
て
も
五
〇
万
人
の
身

分
・
業
務
・
勤
務
条
件
な
ど
に
は
大
き
な
差
が
あ
り
、
実
態
把
握
と
改
革
が
課

題
だ
と
思
う
。

　

昨
今
、
公
務
員
全
般
へ
の
非
効
率
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
公

共
サ
ー
ビ
ス
と
そ
れ
を
担
う
公
務
員
の
役
割
は
大
き
い
。
指
定
管
理
者
制
度
は

使
わ
れ
方
に
も
よ
る
が
安
か
ろ
う
悪
か
ろ
う
に
な
っ
て
い
る
危
惧
も
あ
る
。
自

分
も
成
立
に
努
力
し
た
公
共
サ
ー
ビ
ス
基
本
法
の
考
え
方
を
大
切
に
し
た
い
。

　

年
末
に
向
け
て
地
方
交
付
税
を
め
ぐ
っ
て
大
詰
め
に
な
る
。
自
治
体
に
と
っ

て
重
要
な
こ
の
制
度
は
二
四
兆
の
う
ち
七
兆
が
借
金
で
、
満
身
創
痍
の
現
状
で

あ
る
。
年
内
に
決
め
る
こ
と
に
な
る
地
財
計
画
の
中
で
交
付
税
健
全
化
の
た
め

に
武
内
議
員
と
も
協
力
し
て
頑
張
る
。

武

内

議

員

　

退
職
者
会
は
、
政
権
交
代
直
後
は
新
政
権
を
暖
か
く
見
守
ろ
う
と
い
う
姿
勢

だ
っ
た
が
、
最
近
で
は
政
権
運
営
に
心
配
を
感
じ
始
め
て
い
る
よ
う
に
聞
く
。

私
た
ち
も
自
分
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
で
踏
ん
張
る
必
要
を
感
じ
る
。

　

適
切
な
地
方
財
政
計
画
作
り
の
た
め
政
務
官
と
連
携
し
て
努
力
し
た
い
。

眞

柄

会

長

　

本
日
は
極
め
て
多
忙
な
諸
日
程
の
中
、
こ
の
場
を
作
っ
て
い
た
だ
い
た
こ
と

に
お
礼
を
申
し
上
げ
る
。

　

九
月
八
日
に
小
川
政
務
官
に
本
年
の
統
一
要
求
を
提
出
し
、
そ
の
後
一
〇
月

二
一
日
に
福
利
課
長
ほ
か
の
皆
さ
ん
と
の
意
見
交
換
を
実
施
し
、
本
日
回
答
を

受
け
る
運
び
と
な
っ
た
。

　

私
た
ち
と
総
務
省
と
の
間
で
こ
の
よ
う
な
や
り
と
り
は
今
回
が
初
め
て
だ
っ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
誠
実
な
対
応
・
回
答
を
頂
い
た
こ
と
に
深
く
敬
意
と
感

謝
を
表
す
る
。
ま
た
、
全
過
程
で
助
言
・
指
導
を
い
た
だ
い
た
武
内
議
員
に
お

礼
を
申
し
上
げ
る
。

　

本
日
の
回
答
内
容
に
つ
い
て
は
、
積
極
的
に
歓
迎
す
る
部
分
と
、
今
後
更
に

検
討
を
願
い
た
い
部
分
と
が
あ
る
が
、
全
体
と
し
て
受
け
止
め
て
組
織
内
に
報

告
す
る
。

　

年
末
を
控
え
、
来
年
度
予
算
・
税
制
な
ど
が
最
終
調
整
の
段
階
に
入
っ
た
と

聞
く
。
市
民
本
位
の
国
政
の
た
め
に
引
き
続
き
尽
力
さ
れ
る
よ
う
お
願
い
す
る
。

平
成
二
二
年
一
二
月
一
五
日

地
方
公
務
員
退
職
者
協
議
会　

会
長　

眞
柄　

栄
吉　

様

　

平
成
二
二
年
九
月
八
日
に
貴
団
体
か
ら
要
請
の
あ
り
ま
し
た
事
項
に
つ

い
て
は
、
下
記
の
と
お
り
回
答
い
た
し
ま
す
。

記

１
　
年
金
に
つ
い
て

　
　

年
金
制
度
全
体
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
加
入
者
を
持
つ

超
長
期
の
制
度
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
て
検
討
す
る
こ
と
。
ま
た
、

年
金
受
給
者
の
意
見
反
映
を
保
障
す
る
と
と
も
に
、
保
険
料
の
追
加

負
担
を
強
い
る
制
度
と
し
な
い
こ
と
。

（
回
答
）
内
閣
総
理
大
臣
を
議
長
と
し
、
総
務
大
臣
も
メ
ン
バ
ー
に
加

わ
っ
た
「
新
年
金
制
度
に
関
す
る
検
討
会
」
に
お
い
て
、
六
月
二
九

日
に
、
全
国
民
が
同
じ
一
つ
の
年
金
制
度
に
加
入
す
る
年
金
一
元
化

の
原
則
な
ど
の
新
年
金
制
度
の
七
つ
の
基
本
原
則
を
示
し
た
「
新
た

な
年
金
制
度
の
基
本
的
考
え
方
に
つ
い
て
（
中
間
ま
と
め
）
～
安

心
・
納
得
の
年
金
を
目
指
し
て
～
」
を
取
り
ま
と
め
た
と
こ
ろ
で
す
。

　
　
　

共
済
年
金
の
制
度
改
革
に
つ
い
て
も
、
新
年
金
制
度
の
基
本
原
則

に
基
づ
い
て
検
討
さ
れ
て
い
く
も
の
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
　

被
用
者
年
金
一
元
化
を
再
度
検
討
す
る
場
合
は
、
既
裁
定
共
済
年

金
の
追
加
費
用
削
減
を
行
わ
な
い
こ
と
。
又
、
共
済
年
金
職
域
部
分

を
廃
止
す
る
場
合
は
こ
れ
に
代
え
、
民
間
の
企
業
年
金
等
水
準
を
正

確
に
反
映
し
た
制
度
を
設
け
る
こ
と
。

（
回
答
）
恩
給
期
間
に
係
る
追
加
費
用
の
減
額
に
つ
い
て
は
、
現
に
多
く

の
受
給
権
者
が
い
る
こ
と
か
ら
、
憲
法
上
の
財
産
権
と
の
関
係
に
お

い
て
慎
重
に
検
討
す
べ
き
も
の
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　
　
　

ま
た
、
職
域
部
分
の
今
後
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
、
民
間
の
企
業

総
務
省
、
地
公
退
統
一
要
求
書
に
対
す
る
回
答
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物価スライド特例措置

▲1.7％

H16年度 H17年度

▲0.3％

H18年度 H19年度 H20年度

▲0.3％

H12年度 H14年度

（物価スライド特例水準）

本来水準
H13年度 H15年度

▲0.3％

▲0.9％

H11年度

▲0.9％

▲0.3％

▲1.7％

H21年度

H22年度

▲0.4％

0.9％

H23年度（予定）

0.3％

1.4％

▲1.4％

▲1.4％

直近の改定(平成17年の
物価下落)後の物価変動

平成16年改正後

の法律が規定する
本来の年金水準
（本来水準）

平成17年に物価が下落し、
平成18年度の年金額を引き下げ
→　これ以降、基準は平成17年
　　の物価水準

0.3％

前年比で0.7％下がった結果、
平成22年の物価は平成17年
の物価を0.4％下回ったため、
平成23年度の年金額を引下げ

（注） 平成１６年改正で導入されたマクロ経済スライドによる調整については、物価スライド特例措置による物価下落率の累積分
（今回の措置により２．５％分となる）が消解された後に開始されることとされており、平成２３年度においては行われない。

▲2.5％

年金水準の推移（概念図）

実際に支給されて
いる年金の水準
(特例水準)

▲0.8％

▲0.7％

▲0.7％

▲0.3％

▲0.7％

▲0.7％

年
金
や
退
職
金
の
実
態
等
を
踏
ま
え
た
退
職
給
付
水
準
の
官
民
均
衡

が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
　

共
済
長
期
積
立
金
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
国
連
が
提
唱
す
る

「
責
任
投
資
原
則
（
Ｐ
Ｒ
Ｉ
）
」
の
趣
旨
に
沿
っ
て
行
う
こ
と
。

（
回
答
）
国
連
の
責
任
投
資
原
則
（
Ｐ
Ｒ
Ｉ
）
の
趣
旨
を
踏
ま
え
た
投
資

手
法
で
あ
る
社
会
的
責
任
投
資
（
Ｓ
Ｒ
Ｉ
）
に
つ
い
て
は
、
地
方
公

務
員
共
済
組
合
連
合
会
に
お
い
て
、
公
的
年
金
と
し
て
社
会
的
貢
献

に
配
慮
し
た
対
応
も
必
要
で
あ
る
と
し
て
、
平
成
二
一
年
度
か
ら
始

め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
　
　

地
方
公
務
員
共
済
組
合
全
体
と
し
て
は
、
「
年
金
積
立
金
管
理
運

用
独
立
行
政
法
人
の
運
営
の
在
り
方
に
関
す
る
検
討
会
」
に
お
い
て
、

社
会
的
責
任
投
資
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
踏
ま
え
、
今
後
の
動
向
に
注
視
し
つ
つ
適
切
に
対
応
す
る
必
要

が
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　
　

非
常
勤
職
員
・
臨
時
職
員
の
大
半
が
加
入
で
き
る
よ
う
共
済
組
合

法
を
改
正
す
る
こ
と
。

（
回
答
）
現
行
の
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
に
お
い
て
は
、
原
則
と
し

て
組
合
員
の
範
囲
を
常
勤
職
員
と
し
つ
つ
、
制
度
の
趣
旨
に
反
し
な

い
限
り
に
お
い
て
常
勤
職
員
に
準
じ
る
勤
務
形
態
の
臨
時
・
非
常
勤

職
員
に
対
し
て
適
用
を
認
め
て
お
り
ま
す
。

　
　
　

こ
う
し
た
取
扱
い
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
長
期
給
付
（
年
金
）
、

短
期
給
付
（
医
療
）
、
福
祉
事
業
の
各
事
業
を
総
合
的
に
行
う
共
済

組
合
制
度
が
、
組
合
員
の
継
続
的
な
掛
金
の
払
込
を
基
礎
と
し
て
運

営
さ
れ
る
保
険
制
度
で
あ
る
と
い
う
性
格
上
、
そ
の
要
件
と
し
て
一

定
の
恒
常
的
な
任
用
関
係
の
存
在
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
等
に
よ
る
も

の
で
す
。

　
　
　

地
方
公
務
員
共
済
組
合
の
組
合
員
資
格
は
、
長
期
給
付
、
短
期
給

付
、
福
祉
事
業
を
安
定
的
に
運
営
し
て
い
く
観
点
や
長
期
給
付
全
体

の
制
度
設
計
の
あ
り
方
に
も
配
慮
す
る
必
要
が
あ
り
、
新
年
金
制
度

の
議
論
の
進
捗
に
併
せ
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考

え
て
お
り
ま
す
。

２
　
地
方
公
務
員
の
雇
用
と
年
金
に
つ
い
て

　
　

公
的
年
金
の
支
給
開
始
年
齢
の
段
階
的
引
き
上
げ
に
よ
る
雇
用
と

年
金
の
断
絶
を
起
こ
さ
な
い
こ
と
。

　
　

地
方
公
務
員
の
定
年
年
齢
を
段
階
的
に
六
五
歳
に
引
き
上
げ
る
こ

と
。
こ
れ
に
当
た
っ
て
は
関
係
す
る
労
働
組
合
、
退
職
者
組
織
と
の

協
議
・
合
意
を
重
視
す
る
こ
と
。

（
回
答
）
国
家
公
務
員
の
定
年
延
長
に
つ
い
て
は
、
こ
の
度
の
人
事
院
勧

告
時
の
報
告
に
お
い
て
、
定
年
延
長
に
向
け
た
制
度
見
直
し
の
骨
格

と
今
後
の
課
題
が
示
さ
れ
、
本
年
中
を
目
途
に
成
案
を
得
て
立
法
措

置
の
た
め
の
意
見
の
申
出
を
行
っ
て
い
く
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
す
。

地
方
公
務
員
の
定
年
は
、
現
行
で
は
国
の
職
員
の
定
年
を
基
準
と
し

て
条
例
で
定
め
る
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
、
国
家
公

務
員
の
検
討
等
を
踏
ま
え
た
上
で
、
そ
の
対
応
を
検
討
し
て
ま
い
り

ま
す
。

３
　
介
護
基
盤
整
備
に
つ
い
て

　
　

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
認
知
症
高
齢
者
施
策
、
高
齢
者
住
宅
な

ど
不
足
し
て
い
る
介
護
基
盤
・
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
、
今
後
の
需
要

増
を
見
込
ん
で
計
画
的
整
備
・
充
足
を
図
る
こ
と
。

（
回
答
）
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
、
介
護
基
盤
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
平

成
二
一
～
二
三
年
度
に
は
、
平
成
一
八
～
二
〇
年
度
ま
で
の
整
備
量

の
倍
に
あ
た
る
約
一
六
万
床
分
を
目
標
に
整
備
に
取
り
組
ん
で
お
り
、

こ
れ
ら
に
加
え
、
ケ
ア
付
き
の
高
齢
者
の
住
ま
い
の
確
保
に
も
取
り

組
ん
で
い
る
と
承
知
し
て
お
り
ま
す
。

　
　
　

総
務
省
と
し
て
は
、
厚
生
労
働
省
と
連
携
し
つ
つ
、
引
き
続
き
、

適
切
な
地
方
財
政
措
置
を
講
じ
て
い
く
所
存
で
す
。

４
　
税
制
に
つ
い
て

　

　

公
的
年
金
か
ら
の
個
人
住
民
税
の
特
別
控
除
は
希
望
者
の
み
を
対

象
と
す
る
こ
と
。

（
回
答
）
従
来
、
公
的
年
金
の
受
給
者
の
方
に
対
し
て
は
、
個
人
住
民
税

を
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
り
、
年
四
回
窓
口
等
で
直
接
納
付
し
て
い

た
だ
く
手
間
を
お
か
け
し
て
き
ま
し
た
。

　
　
　

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
市
町
村
に
お
け
る
徴
収
の
効
率
化

を
図
り
つ
つ
、
公
的
年
金
の
受
給
者
の
方
の
納
税
の
便
宜
を
図
る
観

点
か
ら
、
個
人
住
民
税
の
公
的
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
は
導
入
さ
れ

ま
し
た
。
こ
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
全
国
市
長
会
や
全
国
町
村
会
等

か
ら
の
要
望
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。

　
　
　

特
別
徴
収
の
対
象
は
、
六
五
歳
以
上
の
方
の
二
割
強
と
な
っ
て
お

り
、
夫
の
年
金
収
入
が
二
〇
〇
万
円
程
度
の
標
準
的
な
世
帯
に
は
、

基
本
的
に
税
負
担
は
生
じ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
こ
の
制
度
は
新
た
な
税

負
担
を
求
め
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　
　

こ
れ
を
、
仮
に
普
通
徴
収
と
の
選
択
が
可
能
な
仕
組
み
と
し
た
場

合
、
市
町
村
に
お
い
て
は
税
務
シ
ス
テ
ム
の
改
修
が
必
要
と
な
る
ほ

か
、
納
税
者
へ
の
意
向
確
認
等
新
た
な
事
務
負
担
が
生
じ
る
こ
と
と

な
り
ま
す
。
給
与
か
ら
の
特
別
徴
収
に
つ
い
て
も
、
普
通
徴
収
と
の

選
択
が
可
能
な
仕
組
み
と
は
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
す
。

　
　
　

な
お
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
な
ど
の
保
険
料
の
特
別
徴
収
に
お

い
て
は
、
口
座
振
替
に
よ
る
普
通
徴
収
の
選
択
が
可
能
と
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
こ
れ
は
、
そ
の
保
険
料
が
所
得
税
や
個
人
住
民
税
の
社
会

保
険
料
控
除
の
対
象
と
さ
れ
て
お
り
、
特
別
徴
収
の
実
施
に
よ
り
社

会
保
険
料
控
除
の
適
用
関
係
が
変
わ
り
、
世
帯
全
体
で
見
た
場
合
の

税
負
担
額
が
増
加
す
る
ケ
ー
ス
が
生
じ
る
こ
と
な
ど
を
考
慮
し
て
の

こ
と
で
す
。
個
人
住
民
税
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
は
生
じ

ま
せ
ん
。

総
務
大
臣
政
務
官　

逢
坂
　
誠
二

一
一
年
度
の
年
金
額
、
〇
・
四
％
の
引
き
下
げ

　

厚
生
労
働
省
は
一
月
二
八
日
に
二
〇
一
一
年
度
の
年
金
額
に
つ
い
て
〇
・

四
％
の
引
き
下
げ
と
な
る
こ
と
を
発
表
し
た
。
こ
れ
は
総
務
省
調
査
に
よ
る
全

国
消
費
者
物
価
指
数
が
前
年
に
比
べ
て
マ
イ
ナ
ス
〇
・
七
％
、
現
在
の
年
金
額

の
基
準
と
な
っ
て
い
る
二
〇
〇
五
年
の
物
価
に
比
べ
て
マ
イ
ナ
ス
〇
・
四
％
と

な
っ
た
こ
と
か
ら
引
き
下
げ
る
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

下
げ
幅
は
、
標
準
的
な
例
で
国
民
年
金
に
つ
い
て
は
一
人
分
で
月
二
六
六
円
、

厚
生
年
金
（
基
礎
年
金
を
含
む
）
で
は
月
九
四
二
円
の
減
額
と
し
て
お
り
、
六

月
支
給
分
か
ら
額
が
変
わ
る
。

　

今
回
の
引
き
下
げ
を
実
施
し
て
も
、

制
度
が
予
定
す
る
年
金
の
本
来
水
準

を
実
際
の
支
給
水
準
（
物
価
ス
ラ
イ

ド
特
例
水
準
）
が
二
・
五
％
上
回
っ

て
お
り
、
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
は

一
二
年
度
以
降
こ
れ
が
解
消
さ
れ
た

後
に
発
動
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

今
次
発
表
に
先
立
ち
厚
生
労
働
大

臣
は
物
価
予
測
に
基
づ
き
一
二
月
一

四
日
に
年
金
額
引
き
下
げ
の
見
通
し

を
発
言
、
退
職
者
連
合
は
こ
れ
を
認

め
が
た
い
と
し
て
民
主
党
の
企
業
団

体
対
策
委
員
長
等
に
申
し
入
れ
た
が
、

結
果
的
に
は
一
二
月
二
〇
日
に
引
き

下
げ
方
向
が
公
表
さ
れ
た
。

　

年
金
は
生
活
保
障
給
付
と
し
て
物

価
（
賃
金
）
ス
ラ
イ
ド
を
組
み
込
ん

だ
制
度
と
な
っ
て
お
り
、
物
価
の
昇

降
に
と
も
な
い
年
金
額
が
昇
降
す
る

こ
と
は
一
般
的
に
は
理
解
で
き
る
。

し
か
し
、
所
得
税
の
年
金
関
連
控
除

復
元
の
公
約
が
守
ら
れ
ず
、
他
方
で

法
人
税
減
税
が
進
行
す
る
中
で
年
金

額
だ
け
が
引
き
下
げ
ら
れ
る
こ
と
は

年
金
受
給
者
と
し
て
納
得
し
が
た
い

気
持
ち
が
あ
り
、
退
職
者
連
合
構
成

組
織
は
総
理
・
厚
生
労
働
大
臣
に
抗

議
電
報
を
送
っ
た
。


